
村上駅周辺まちづくり事業に関するサウンディング型 

市場調査(事業発案・構想検討) 【実施要領】 

 

                             令和５年４月 

                             新潟県村上市 

                             (都市計画課) 

 

１ 調査の目的 

 本市では、平成 27 年３月に策定した「村上駅周辺まちづくりプラン(基本構想)」の中で、

村上駅周辺の大規模跡地を「市民交流促進地区」と位置づけ、活性化に向けた利活用策の検

討を進めています。 

 そこで、民間事業者の皆様との「対話・情報交換」を通じて、官民連携等における利活用

方法等について、自由かつ実現可能な利活用アイデアを広くお聞きする「サウンディング型

市場調査(事業発案・構想検討)」を実施し、今後の利活用策を検討する際の参考としたいと

考えています。 

 本事業に関心がある民間事業者の皆様からの、サウンディング調査へのご参加をよろし

くお願いいたします。 

(注釈) 「サウンディング型市場調査」とは、民間事業者がもつ経営ノウハウやアイデアを活用した公民連

携手法の可能性を調査するものです。 

 

２ 本案件の進捗レベル 

 本案件の進捗レベルは、事業発案の構想検討段階である「調査時期①」に該当します。 
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３ 調査スケジュール 

ア 実施方針の公表 令和５年４月 14日(金)(市報、HP等) 

イ 現地見学会・説明会の参加申込期限 令和５年５月 10日(水)  

ウ 現地見学会・説明会の開催 令和５年５月 17日(水) 

エ サウンディング参加申込期限 令和５年５月 24日(水) 

オ サウンディング実施日時及び場所の連絡 令和５年５月 26日(金) 

カ サウンディングの実施 令和５年６月１日(木)から６月６日(火) 

キ 実施結果概要の公表 令和５年７月 28日(金)予定 
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４ サウンディングの手続き 

（１）説明会・現地見学会の参加申込期限 

 対象事業の概要等について、サウンディングへの参加を希望する提案者向けの説明会、現

地見学会を開催します。 

① 説明会・現地見学会参加申込受付期間 

  ・令和５年４月 21日（金）～令和５年５月 10日（水）必着 

② 申込先 

  ・参加を希望される方は、「説明会・現地見学会参加申込書」（別紙 1）に必要事項をご

記入し、下記宛先へ郵送またはメールでお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

③ 現地説明会・見学会開催について 

  ・令和５年５月 17日（水）午後２時から 

④ 会場 

  ・説明会：村上市役所(予定) 

  ※説明会終了後、見学会を開催します。 

  ・見学会：村上市田端町 旧村上総合病院跡地(解体工事中) 

⑤ その他 

  ・交通費等、参加に要する経費は申込者の負担とします。 

 

（２）サウンディングの参加申し込み 

 本サウンディングの参加を希望する場合は、「サウンディング市場調査エントリーシート」

（別紙２）に必要事項をご記入し、下記宛先へ郵送またはメールでお申込みください。 

① 参加申込受付期間 

  ・令和５年５月 17日（水）～令和５年５月 24日（水）必着 

② 申込先 

   

 

 

 

 

 

（３）サウンディングの実施(個別対話) 

 サウンディングは、下記実施期間等により都市計画課及び企画戦略課の職員が行います。

なお、提案内容により関係する所管課の職員が同席する場合があります。 

① 実施期間 

  ・令和５年６月１日（木）～令和５年６月６日（火） 

  ・上記期間内で実施日を指定させていただきます。都合がつかない場合は相談の上実施

します。 

【宛先】 

 〒958-8501 新潟県村上市三之町 1 番 1 号 

 新潟県村上市役所都市計画課 担当：小野 

 mail：tokei@city.murakami.lg.jp 

【宛先】 

 〒958-8501 新潟県村上市三之町 1 番 1 号 

 新潟県村上市役所都市計画課 担当：小野 

 mail：tokei@city.murakami.lg.jp 



② 所要時間 

  ・1時間程度 

③ 場所 

  ・〒958-8501 村上市三之町 1番 1号 村上市役所 電話 0254-53-2111 

④ その他 

  ・サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 

  ・サウンディングの実施に際して、特に資料提出は求めませんが、説明のため必要な場

合には、提出分として５部ご持参ください。 

   ※事前に提出が可能な場合は、郵送にてご提出ください。 

  ・交通費、資料作成経費等に要する経費は申込者の負担とします。 

 

（４）新型コロナウィルス感染症対策 

 新型コロナウィルス感染症対策として、対話方法を来庁による対話またはオンライン

（Zoom等）による対話のいずれかで実施します。エントリーシートで希望する方法を選

択してください。この場合、提案書はメール（PDF）または郵送で提出してください。 

 なお、来庁による対話の場合は、政府の推奨する感染症対策に留意して実施します。 

 

（５）サウンディング結果の公表 

  サウンディングの実施結果について、市ホームページ等でその概要を公表します。 

 （公表予定時期）令和５年７月 28日(金) 予定 

  なお、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表

にあっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 

 

５ サウンディングの内容 

（１）サウンディングの対象者 

 本事業に対し利活用による事業の実施主体となる意向を有する個人事業主又は法人化を

予定する任意団体、法人または法人で構成するグループ（以下「提案者」という。）としま

す。グループで参加する場合は、主たる役割を担う代表者を選定してください。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

 ① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者 

 ② 参加申込書提出時点で「村上市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成 20

年村上市告示第 8号）」に基づく指名停止を受けている者 

 ③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）に

基づく厚生・再生手続き中の者 

 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

2号に規定する暴力団、又は同法第 2条第 6号に規定する暴力団員 

 ⑤ 国税、都道府県税及び市町村税を滞納している者 

 ⑥ 法人等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁固以上の刑に

処せられてる者がいる。 

 

 

 

 



（２）サウンディング（個別対話）事項 

・事業対象地の利活用による周辺地域への波及効果など幅広いアイデアを求めるため、以下

の項目について、ご意見・ご提案をお聞かせください。 

・提案説明のための資料提出は求めません。（必要な場合は持参いただいても結構です。） 

・調査（個別対話）は、下記項目に沿って、提案者の皆様から一括してご説明をいただき、

それを踏まえて市側から質問等をさせていただきながら、予め定めた時間内で行います。 

・一部お答えいただけない項目や内容があっても構いません。 

① 事業全体のイメージ・概要 

② 事業手法 

③ 事業対象範囲、事業期間等の諸条件に関する提案 

④ 周辺地域への波及効果 

⑤ 地域住民への配慮・参画の仕組み 

⑥ 事業実施にあたって行政に期待する支援や配慮してほしい事項 

⑦ 事業推進上の課題・問題点 など 

⑧ その他 

 

６ 留意事項 

（１）今回お示しする資料及び考え方については、現時点における市の考え方であり、今後

予告なく変更する場合があります。 

 

（２）参加事業者の取り扱い 

 サウンディングの参加実績は、今後の事業者選定等のプロセスには無関係であり、優位性

を持つものではなく、本サウンディングでのご意見やご提案の内容が法的拘束力をもつこ

とはありませんので、予めご了承ください。 

 

（３）費用負担 

 サウンディングへの参加に要する全ての費用は、参加提案者の負担とします。 

 

（４）追加対話への協力 

 本サウンディング終了後も必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実

施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。 

 

（５）提出書類の著作権・取り扱い等 

 提出書類の著作権はそれぞれの提案者に帰属し、市において提出書類等を事業の諸条件

の検討以外の目的で使用することはありません。 

 なお、提出書類等は返却しませんので、秘密事項を明確にするため、提案内容で特に秘密

となる部分については、(秘)マーク等を付記してください。 

 また、提案者においても対話により知り得た情報を許可なく第三者に伝えることを禁止

します。 

 

 

 

 



７ 別紙・参考資料 

・説明会・現地見学会参加申込書（別紙 1） 

・サウンディング市場調査エントリーシート（別紙 2） 

・村上駅周辺まちづくりプラン(基本構想) 

 

８ お問い合わせ先 

 各申込書、資料は都市計画課で配布する他、市ホームページからダウンロードできます。 

 (https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/88/ekimae-plan-sounding.html) 

 お問い合わせ等がある場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 

  連絡先 村上市都市計画課 

  担当：小野 

  所在地 〒958-8501 村上市三之町 1番 1号 

  電話 (代表)0254-53-2111／FAX 0254-53-3840(総務課付) 

  mail：tokei@city.murakami.lg.jp 
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